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平成24年12月５日

2013年漁業センサスの試行調査結果

１ 実施状況

(1) 調査期日：平成24年７月１日現在

(2) 調査方法：調査員が調査票を配付し、回収する自計調査の方法

ただし、報告者が面接聞き取りによる調査を希望した場合は、

調査員による報告者に対する面接聞き取り

(3) 調査体系

(4) 検証事項

ア 漁船登録データ等の活用検証

漁船登録データを活用した際の事務労力や問題点を検証

また、調査対象の減少や客体把握調査員任命を始め、それらに関連
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する都道府県・市町村事務の負担軽減の要望を踏まえ、都道府県が保

有する漁船登録データ等の行政記録情報活用や調査対象の補足につい

ても実査調査員の作業として位置付けることで、効率的な実施が可能

かを検証

イ 調査票のレイアウトの違いによる比較検証

漁業経営体調査票及び内水面漁業経営体調査票について、①全経営

体共通の１種類の調査票（調査票Ａ）、②個人経営体用と団体経営体用

の２種類の調査票（調査票Ｂ）の２パターンの調査票統合案を用意し、

それぞれの記入者負担の度合いや調査精度を把握

ウ 調査対象品目数の拡充に伴う記入者負担の検証

冷凍・冷蔵、水産加工場調査票の品目数を拡充した調査票（21品目

→68品目）を導入し、記入者及び調査員負担の増加や調査精度を検証

２ 試行調査結果

(1) 漁船登録データ等の活用検証

表１ 漁船登録データを活用して補正した対象名簿を使用したＡ地区

と補正していない対象名簿を使用したＢ地区における実査調査員

一人当たりの実査前の新たな対象の把握時間

※上記の時間については、実査調査員一人当たりの新たな対象の把握時

間であり、Ａ地区については、上記の時間に県及び市での対象名簿の補

正作業の時間を要しているが、当該時間は計上されていない。

主な意見

○ 漁船登録データと客体候補者名簿の突合作業等の事務負担が増大。

○ 同姓同名の調査対象について、漁船登録データの住所と異なっている

ため、同一人物か確認できないケースが散見。

○ 漁船登録データは、本調査の対象外（海上作業日数30日未満/年等）

のデータが含まれており、調査対象外の者に対して調査を行ってしまう

ケースがあり、客体把握調査員を設置して事前の確認等が必要。

○ 実査調査員が漁協関係者であり、漁協の協力が得られれば、実査の中
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で客体候補者名簿の補正も併せて行うことも可能であり、客体把握調査

員の設置は不要。

改善方向

漁船登録データの活用については、

① 都道府県の補正作業にかかる事務作業が多く発生、

② 非調査対象者に対しても調査を行うことになり、非調査対象者に対

する負担が発生すること、

③ 漁船登録データの管理状況（登録事務関連システムの利用の有無を

含む）及び個人情報保護条例に基づく対応は各都道府県様々であるこ

と

等から、2013年漁業センサスにおいては、すべての都道府県において統一

的な活用を図ることは難しいものの、漁船登録データを新規客体把握の補

完情報として活用できる仕組みを構築する方向で検討。

(2) 調査票のレイアウトの違いによる比較検証

各調査票の主な回答状況は以下のとおりである。

ア 漁業経営体調査票

調査対象の申出により調査員の面接聞き取りも可としているため、

概ね調査対象が適切に回答しているものの、漁業経営体調査票Ａ及び

Ｂ（個人経営体用）において、｢漁業を行った人｣や｢漁獲物・収獲物の

販売金額｣についての項目で調査対象が適切に回答した割合がそれぞれ

約５～６割程度と低く、実査機関等による補正率が高い結果であった。

表２ 漁業経営体調査票の主な回答状況
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イ 漁業管理組織調査票

調査対象が適切に回答している。

ウ 海面漁業地域調査票

調査対象が適切に回答している。

エ 内水面漁業経営体調査票

調査対象の申出により調査員の面接聞き取りも可としているため、

概ね調査対象が適切に回答しているものの、内水面漁業経営体調査票

Ａ及びＢ（個人経営体用）において｢漁業を行った人｣についての項目

で調査対象が適切に回答した割合が約３割と低く、実査機関等による

補正率が高い結果であった。

表３ 内水面漁業経営体調査票の主な回答状況

オ 内水面漁業地域調査票

調査対象が適切に回答している。
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カ 魚市場調査票

｢水産物取扱数量・金額｣についての項目で調査対象が適切に回答し

た割合が約７割と低く、実査機関等による補正率が高い結果であった。

表４ 魚市場調査票の主な回答状況

キ 冷凍・冷蔵水産加工場調査票

冷凍・冷蔵水産加工場調査票Ａ及びＢの｢水産加工品の生産量｣につ

いての項目は調査対象が適切に回答した割合にほとんど差異はなく、

どちらも約９割程であった。

表５ 冷凍・冷蔵、水産加工場調査票の主な回答状況

主な意見

○ 漁業経営体調査票は、調査票Ａの方が配布ミスがない。

○ 統合されている調査票Ａについては、個人記入欄と会社記入欄があり、

調査対象の記入及び審査に際して確認を要するので、必要以上に手間が

掛かる。

○ 調査対象は高齢者が多いので、高齢者に配慮した様式として頂きたい。

改善方向

○ 調査票については、調査票Ａの方が配布ミスがないとの意見があった

ものの、調査対象の記入及び審査する負担を考慮するとともに、2013年
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漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査票において、さらなる予算の

効率化を図るため、全体の約95％を占める個人経営体用と団体経営体用

の２種類とする方向で検討。

また、内水面漁業経営体調査票についても同様の２種類とする方向で

検討。

(3) 調査対象品目数の拡充に伴う記入者負担の検証

表６ 冷凍・冷蔵、水産加工場調査票Ａ（21品目）と冷凍・冷蔵、水産加

工場調査票Ｂ（68品目）の回収状況

主な意見

○ 21品目では大括り過ぎてどの品目がどこに区分されるか、判然としな

い場合があるため、68品目で調査した方が記入しやすい。

○ 製造した加工品がどの品目に区分されるか分かりづらいことから、記

入例等を充実して欲しい。

改善方向

○ 流通加工調査冷凍・冷蔵、水産加工場調査票において、21品目と68品

目の調査票を用いて検証した結果、調査票の回収率及び回答状況に特段

の差異は見られないことなどから、2013年漁業センサス流通加工調査冷

凍・冷蔵、水産加工場調査票については68品目での調査を行うこととす

る。


